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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月29日(2017.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　担体液体と前記担体液体に可溶化されたリグニンまたはリグニン誘導体とを含む組成物
において、前記リグニンまたはリグニン誘導体のヒドロキシル基の少なくとも１つがエス
テル基で置換されてエステル化されたリグニンまたはリグニン誘導体を形成することを特
徴とする組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物において、前記組成物中のリグニンまたはリグニン誘導体の濃
度が２重量％以上または１０重量％以上または２０重量％以上または３０重量％以上また
は４０重量％以上であることを特徴とする組成物。
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【請求項３】
　請求項１乃至２の何れか１項に記載の組成物において、前記リグニンのヒドロキシル基
が２０％以上または３０％以上または４０％以上または６０％以上または８０％以上また
は９９％以上または１００％の置換度まで置換されたことを特徴とする組成物。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の組成物において、前記担体液体が第１の脂肪酸、
エステル化脂肪酸、および／または炭化水素油から選択され、好ましくは、前記組成物が
１０重量％以上または２０重量％以上または４０重量％以上または６０重量％以上または
８０重量％以上の前記担体液体を含むことを特徴とする組成物。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の組成物において、前記リグニンまたはリグニン誘
導体のヒドロキシル基が脂肪酸のエステル基で置換されたことを特徴とする組成物。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の組成物において、前記担体液体が油を含み、かつ
前記組成物が少なくとも４０重量％の油を含み、かつ前記組成物中のリグニンまたはリグ
ニン誘導体の濃度が少なくとも２重量％であることを特徴とする組成物。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の組成物を水素化処理装置または接触分解装置で処
理することにより燃料を製造することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の組成物から得られることを特徴とする燃料または
潤滑剤。
【請求項９】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の組成物を調製する方法において、
　ａ．第１の脂肪酸または油とリグニンまたはリグニン誘導体とを提供するステップと、
　ｂ．無水物のようなエステル化剤とまたは第２の脂肪酸およびエステル化剤と任意選択
でイミダゾールまたは酸のような触媒とを提供するステップと、
　ｃ．ステップａおよびｂの成分を混合してスラリーを形成するステップと、
　ｄ．混合物を加熱するステップと、
　ｅ．第１の脂肪酸中または油中にエステル化されたリグニンまたはリグニン誘導体の均
一組成物を形成するために前記成分を反応させるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、前記混合物が少なくとも８０℃または好ましくは少な
くとも１２０℃に加熱されることを特徴とする方法。
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